
長崎県農業農村整備工事における現場環境改善費の運用要領 新旧対照表
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１．目的         〔省略〕

２．適用の範囲         〔省略〕

３．実施内容         〔省略〕

４．実施内容の確認        〔省略〕

５．書類の提出         〔省略〕

６．積算の方法         〔省略〕

（１）基本的な考え方

  １）現場環境改善に要する費用は、原則として当初設計から計上するものとする。

    また、標準的な実施内容を契約図書に明示するものとする。

  ２）費用が巨額となるため現場環境改善費率で計上することが適当でないと判断されるものは、実

施内容を設計図書に明示するとともに、その費用を物価資料又は見積等を参考に適切に計上す

るものとする。

（２）積算方法

  ・算出方法は以下のとおりとする。

算出式

K：現場環境改善費（単位：円、1,000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第３位四捨五入２位止め）

Pi：対象額（直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋官貸費）

α：積上げ計上分（単位：円、1,000 円未満切り捨て）

対象額：Pi 現場環境改善費率：i（％）

直接工事費

（処分費等を除く）

＋

支給品費

＋

官貸費

５億円以下の場合 i ＝ 1674.2 × Pi－0.4356

５億円以上の場合 0.27

  

１．目的         〔省略〕

２．適用の範囲         〔省略〕

３．実施内容         〔省略〕

４．実施内容の確認         〔省略〕

５．書類の提出         〔省略〕

６．積算の方法         〔省略〕

（１）基本的な考え方

  １）現場環境改善に要する費用は、原則として当初設計から計上するものとする。

    また、標準的な実施内容を契約図書に明示するものとする。

  ２）費用が巨額となるため現場環境改善費率で計上することが適当でないと判断されるものは、実

施内容を設計図書に明示するとともに、その費用を物価資料又は見積等を参考に適切に計上す

るものとする。

（２）積算方法

  ・算出方法は以下のとおりとする。

算出式

K：現場環境改善費（単位：円、1,000 円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第３位四捨五入２位止め）

Pi：対象額（直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋官貸費）

α：積上げ計上分（単位：円、1,000 円未満切り捨て）

対象額：Pi 現場環境改善費率：i（％）

直接工事費

（処分費等を除く）

＋

支給品費

＋

官貸費

５億円以下の場合 i ＝ 85.6 × Pi－0.2987

５億円以上の場合 0.22

  

K ＝ i × Pi ＋ α K ＝ i × Pi ＋ α
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・率に計上されるものは、３．実施内容のうち、原則として各計上費目（現場環境改善の

うち仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目

のみ２内容）の合計５つの内容を基礎とした費用である。

   また、選択にあたっては、地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容数

変更してもよい。

  ・積上げ計上分（α）に計上するものは、費用が巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適

当でないと判断されるものとする。

  ・現場環境改善費率は現場環境改善費の各費目を１本化した全体の率である。

  ・現場環境改善に関する費用の対象額は５億円を限度とする。

（３）設計変更について

・積上げ計上分（α）が計上されているもので、内容に変更が生じた場合に設計変更の対

  象とする。

７．履行の確認について         〔省略〕

８．工事成績評定について         〔省略〕

９．特記仕様書等への記載について         〔省略〕

10．適用年月日

・令和４年４月１日以降に起工する工事から適用する。

・率に計上されるものは、３．実施内容のうち、原則として各計上費目（現場環境改善の

うち仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目

のみ２内容）の合計５つの内容を基礎とした費用である。

   また、選択にあたっては、地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容数

変更してもよい。

  ・積上げ計上分（α）に計上するものは、費用が巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが

適当でないと判断されるものとする。

  ・現場環境改善費率は現場環境改善費の各費目を１本化した全体の率である。

  ・現場環境改善に関する費用の対象額は５億円を限度とする。

（３）設計変更について

・積上げ計上分（α）が計上されているもので、内容に変更が生じた場合に設計変更の対

  象とする。

７．履行の確認について         〔省略〕

８．工事成績評定について         〔省略〕

９．特記仕様書等への記載について         〔省略〕

10．適用年月日

・令和２年１０月１日以降に起工する工事から適用する。


